
（重要事項説明書別紙/契約書第３・４条参照）

（１）介護保険の給付対象となるサービス

２０分（１回） ４０分（２回） ６０分（３回）

【介護保険施設サービスにおける加算・減算】

○浦安ベテルホーム　ご利用の計画・実績によって下記項目が加算・減算されます。

単位数

7

8

業務継続計画
未策定減算

６００/回

10

以下の基準に適合していない場合。
感染症や非常災害発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び
非常の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる
こと。

所定単位数の
100分の1に相当

する単位数

２４０/日

短期集中
リハビリテーション実施加算
（介護予防リハビリテーション）

3

その退院（所）又は認定日から起算して３月以内の期間に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った
場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、所定単位数を加算する。
その退院（所）又は認定日から起算して１月以内の期間に行われた場合は一週につきおおむね２日以
上、１日当たり４０分以上実施。
その退院（所）又は認定日から起算して１月を超え３月以内の期間に行われた場合は１週につきおおむ
ね２日以上、１日あたり２０分以上実施。

２００/日

口腔連携強化加算
口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専
門員に対し、当該評価結果を情報提供した場合に、１月に１回限り所定単位数を加算する。

５０/月

介護予防訪問リハビリテーション費
２９８
単位

５９６
単位

８９４
単位

リハビリテーション
マネジメント加算

（イ）（ロ)
（訪問リハビリテーション）

5

4
認知症短期集中

リハビリテーション実施加算
（訪問リハビリテーション）

内容

高齢者虐待防止措置
未実施減算

9
虐待の発生又はその再発を防止するために以下の措置が講じられていない場合。
虐待防止のため委員会の開催や、その結果を周知徹底。虐待防止のための指針を整備。従業者に対
し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。担当者を配置すること。

所定単位数の
100分の1に相当

する単位数

6 移行支援加算
（訪問リハビリテーション）

生活機能が向上し、他のサービス等への移行等が一定以上を超えた指定訪問リハビリテーション事業所
において、評価対象期間の次の年度内に限り１日につき所定の単位数に加算する。

１７/日

退院時共同指導加算

病院、診療所から退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師または理学療法士、作業療
法士もしくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、当該者に対
する初回の訪問リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定退院数を加算す
る。

２００/日

共通・・指定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテー
　　　　ションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、所定単位数に加算する。また３月に１回以上リハビ
　　　　リテーション会議を開催し、利用者の状態に応じ、計画を見直していること。

（イ）・・計画作成リハビリ専門職が説明し、同意を得るとともに、医師に
　　　　　報告すること。

１８０/月

（ロ）・・計画作成リハビリ専門職が説明し、同意を得るとともに、医師に
　　　　　報告すること。利用者毎のリハビリテーション計画等の内容等の
　　　　　情報を厚生労働省に提出かつ必要な情報を活用している。

２１３/月

リハビリテーションの医師が利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得た場合は上記に加えて算定。

２７０/月

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると
判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士
が、その退院（所）日または訪問開始日から３月以内の期間に、リハビリテーションを集中して行うこと。１
週に２日を限度として算定。

1
サービス提供体制

強化加算
Ⅰ・・指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療
法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数７年以上の者がいること。

2
短期集中

リハビリテーション実施加算
（訪問リハビリテーション）

利用者の状態に応じて、基本動作動力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集
中的なリハビリテーションを実施するものであること。その退院（所）又は認定日から起算して３月以内の
期間にリハビリテーションを集中的に行った場合。１週につきおおむね２日以上、１日あたり２０分以上実
施するものでなければならない。

※基本訪問時間は、１日４０分です。

６/回

２０２４年６月１日　現在

介護老人保健施設　浦安べテルホーム　　サービス利用料金表
訪問リハビリテーション　及び　介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション費
３０８
単位

６１６
単位

９２４
単位

加算項目



＊今後、職員配置もしくはサービス提供体制の変更により、加算は変更される場合があります。

（１）介護保険給付の対象とはならないサービス

＊介護保険の改正、社会情勢上やむを得ない事由等で、ご利用額を変更することがあります。

   変更の際は、変更内容及びその事由について、事前にご契約者及びご家族等に通知いたします。

利用開始日の属する月から１２月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行う場合。
ただし、以下の要件を満たせば減算は行わない。３月に１回以上リハビリテーション会議を開催し、リハビ
リの計画書を見直していること。利用者ごとのリハビリテーション計画等の内容等の情報を厚生労働省に
提出かつ必要な情報を活用している。

－３０/回12

診療未実施減算

当該訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対し、指定訪問リハビリテー
ションを行った場合、所定単位数から減算。別の医療機関の医師の情報をもとに計画策定が必要。
ただし、以下のいずれにも該当する場合は減算を適用しない。
医療機関に入院し、リハビリテーションを受けた利用者であること。訪問リハビリテーション事業者が、医
療機関から利用者に関する提供を受けていること。退院日から１月以内の訪問リハビリテーションの提供
であること。

-５０/回

その他 実費
訪問リハビリテーションサービス実施に必要な居宅の水道・ガス・電気・電話・交通費
（職員費用も含む）等はご利用者負担になります。

キャンセル料 １,０００円

12か月を超えて介護予防リハビ
リテーションを行う場合

利用予定日の前日（日曜日を除く）の１７時００分までにご連絡がなかった場合

各種文書代 実費 文書作成を行った場合

11



【サービス基本料金　早見表】　  ※介護保険負担割合証をご確認ください。

※以下の訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ費及び各種加算については、　 

  介護報酬項目ごとに,地域加算（３級地１０．８３円）を乗じた額を掲載しています。 

　実際の月単位の計算とは誤差が生じますので、あらかじめご了承ください。

訪問リハビリテーション　及び　介護予防訪問リハビリテーション

【訪問リハビリテーション費】

【介護予防訪問リハビリテーション費】

加算料金
【訪問リハビリテーション】

【介護予防訪問リハビリテーション費】

口腔連携強化加算 ５５円 １０９円 １６３円

退院時共同指導加算 ６５０円 １３００円 １９５０円

口腔連携強化加算 ５５円 １０９円 １６３円

退院時共同指導加算 ６５０円 １３００円 １９５０円

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額

短期集中リハビリ ２１７円 ４３４円 ６５０円

４０分あたり ６４６円 　１,２９１円 １,９３７円

６０分あたり ９６９円 　１,９３７円 ２,９０５円

提供時間 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額

２０分あたり ３２３円 ６４６円 　９６９円

提供時間 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額

２０分あたり ３３４円 ６６７円 １,００１円

４０分あたり ６６８円 １,３３５円 ２,００２円

６０分あたり １,００１円 ２,００２円 ３,００２円

・サービス提供体制強化加算に対する体制を整備しているため、上記料金に１割負担の場合7円、２割負担
の場合１３円、３割負担の場合２０円加算されます。
※基本訪問時間は、１日４０分です。

１割負担額 ２割負担額 ３割負担額

短期集中リハビリ

８７８円

６５０円

マネジメント加算　ロ ２３１円

マネジメント加算　イ １９５円 ３９０円

６９２円４６２円

移行支援加算 １９円 ３７円 ５６円

２１７円 ４３４円

５８５円

マネジメント加算
医師が説明

２９３円 ５８５円


